
 
 

資料３ 
北海道博物館の組織改正について 

 
■ 文化観光推進法の制定（令和 2年）や博物館法の改正（令和 5年）などによって、博物館が地域の 

  文化観光振興の拠点的な役割を担うことや、地域社会の活性化に寄与することなど、より幅広く社会 

に貢献していく役割が求められていること等を踏まえ、職責の明確化やガバナンス機能の向上により、 

一層の事業の推進を図るため、令和７年４月より、課制の導入やセンター新設など組織体制を改正 

 
機 構（令和７年 4月 1日現在 職員３８名（非常勤職員を除く）） 

 
 
 

庶務、給与、服務、予算経理、公有財産、指定管理、 
公園管理など 

 
 

 
              企画・調整、博物館協議会、自己点検評価、開拓の村 

                 など  
 

 
 

 
資料、展示に係る業務の企画調整、図書室運営、 
レファレンス業務など 

 
 

 
調査研究に係る業務の企画、調整など 
 
 

 
 
 
教育普及事業、利用者サービス及び広報に係る業務の 
企画調整など  

 
 

 
博物館交流、社会貢献など 
 

 
 

 
自然史系分野（地学、生物学）、歴史系分野（考古学、歴史学、美術史学）、 
生活文化系分野（産業学、生活学） 

 
 
 

 
博物館学系分野（展示学、博物館教育学、保存科学、資料管理学、図書館学、
建築学） 
 

 
 

 
アイヌ文化系分野（言語、歴史、芸能、民具・伝統的生活技術） 

館 長 副館長 総務部長 

※特別職非常勤 

総務課   （６名＋兼１名） 
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連携協働課  （２名+兼１名） 

北海道研究センター(兼)        （兼１６名） 

博物館研究センター(兼)             （兼 7名） 

アイヌ民族文化研究センター(兼)（特非 1名＋兼６名） 

（欠） 


